
自
衛
官
募
集

●
種
目

①
幹
部
候
補
生

※
一
般
・
専
門（
陸
）・
飛
行

（
海
空
） 

②
幹
部
候
補
曹

③
一
般
曹
候
補
生

●
資
格

①・
大
卒（
見
込
含
）…
22
歳
以
上

26
歳
未
満

・
院
卒（
見
込
含
）…
20
歳
以
上

28
歳
未
満　
修
士
課
程
修
了

者
な
ど

②
20
歳
以
上
33
歳
未
満

③
18
歳
以
上
33
歳
未
満

●
採
用
試
験

・
筆
記
、
口
述
試
験

・
適
性
、
身
体
検
査

※
試
験
日
な
ど
は
問
い
合
わ
せ

先
へ

●
受
付
期
間

①
②
第
１
回
…
４
月
３
日
ま
で

　
　
第
２
回

　
　
…
４
月
22
日
～
６
月
５
日

③
第
１
回
…
５
月
７
日
ま
で

　
第
２
回

　
…
７
月
１
日
～
９
月
１
日

●
そ
の
他

　
愛
知
地
方
協
力
本
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
申
込
み

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
自
衛
隊
愛
知
地
方
協
力
本
部

　
半
田
地
域
事
務
所

☎
０
５
６
９（
２
１
）０
０
０
４

自
衛
官
募
集
に
係
る
対
象
者
情
報
の

提
供
を
希
望
し
な
い
方
へ

　
町
で
は
法
令
に
基
づ
き
、
自

衛
官
を
募
集
す
る
自
衛
隊
に
対

し
、
対
象
者
の
氏
名
、
住
所
を

情
報
提
供
し
て
い
ま
す
。
こ
の

情
報
は
、
自
衛
官
等
募
集
案
内

の
送
付
に
使
用
さ
れ
ま
す
が
、

個
人
情
報
の
提
供
を
望
ま
な
い

方
は
、
除
外
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

●
対
象

　
町
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
平

成
16
年
４
月
２
日
～
平
成
17
年

４
月
１
日
生
ま
れ
ま
た
は
平
成

20
年
４
月
２
日
～
平
成
21
年
４

月
１
日
生
ま
れ
の
方

●
申
込
み

　
５
月
29
日
金▢
ま
で
に
除
外
申

請
書
お
よ
び
本
人
確
認
書
類
を

メ
ー
ル
、
郵
送（
必
着
）ま
た
は

直
接
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
本
人
以
外
の
方
が
申
請
す
る

場
合
は
、
委
任
状
お
よ
び
本

人
・
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
が
必
要

※
除
外
申
請
書
は
防
災
課
で
配

布
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

問
防
災
課　
内
線
３
４
８

bosai@
tow

n.aichi-
higashiura.lg.jp

慰
霊
巡
拝

　
国
で
は
、
戦
没
者
を
慰
霊
す

る
た
め
、
遺
族
を
対
象
に
慰
霊

巡
拝
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ

の
事
業
は
、
戦
没
者
の
配
偶
者
、

父
母
、
子
、
兄
弟
姉
妹
、
参
加

遺
族（
子
・
兄
弟
姉
妹
）の
配
偶

者
、
戦
没
者
の
孫
、
甥お
い
、
姪め
い
の

旅
費
を
補
助
す
る
も
の
で
す
。

実
施
予
定
時
期
、
申
込
方
法
な

ど
は
問
い
合
わ
せ
先
へ

●
派
遣
地
域

　
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
イ
ン

ド
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
硫
黄
島　
な
ど

問
ふ
く
し
課　
内
線
１
２
４

令
和
８
年

経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査

経
済
の
国
勢
調
査
で
今
を
知
り
、

未
来
の
力
に
！

●
調
査
期
日

　
令
和
８
年
６
月
１
日
月▢

●
調
査
対
象

　
全
国
す
べて
の
事
業
所・企
業

●
主
な
調
査
事
項

　
事
業
内
容
な
ど
の
基
礎
項
目

と
、
売
上
高
な
ど
の
経
理
項
目

●
調
査
方
法

▼
調
査
員
に
よ
る
調
査

・
対
象　
支
所
を
有
さ
な
い
小

規
模
な
事
業
所
、
個
人
経
営

の
事
業
所
、
新
設
さ
れ
た
事

業
所

・
配
布
方
法　

４
月
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
用
の
調
査

書
類
を
郵
送
、
５
月
に
調
査

員
が
訪
問
し
紙
の
調
査
票
を

配
布

▼
本
社
一
括
調
査

・
対
象　
支
所
を
有
す
る
企
業

・
配
布
方
法　
５
月
頃
に
本
社

宛
て
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回

答
用
の
調
査
書
類
を
郵
送

問
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー

…
調
査
票
の

入
力
方
法
に
つ
い
て

０
１
２
０（
１
３
８
）１
０
２（
無
料
）

☎
０
３（
６
６
２
８
）３
６
６
２（
有
料
）

…
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　
回
答
に
つ
い
て

０
１
２
０（
３
１
９
）５
０
２（
無
料
）

☎
０
３（
６
６
２
８
）３
６
６
３（
有
料
）

問
町
住
民
自
治
課

　
内
線
２
９
５

…
調
査
員
に
関
す
る
こ
と

回答は
インターネットが

おすすめです。
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「
東
浦
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

支
援
交
付
金
」申
請
受
付
中
！

●
東
浦
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

　
支
援
交
付
金
っ
て
？

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が

町
内
で
行
う
事
業
に
対
し
て
、

最
大
10
万
円
を
交
付
す
る
も
の

で
す
。

●
対
象
者

　

総
合
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー（
な
な
い
ろ
）に
登
録
し
て

い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
個
人
・

団
体
）、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

●
対
象
と
な
る
活
動

・
地
域
の
公
共
的
な
課
題
を
解

決
す
る
た
め
の
事
業

・
地
域
の
実
施
団
体
な
ど
に
お

け
る
人
材
の
発
掘
ま
た
は
育

成
に
関
す
る
事
業

・
地
域
情
報
の
収
集
ま
た
は
発

信
に
関
す
る
事
業

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
の
強
化

ま
た
は
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
関
す
る
事
業　

な
ど

●
対
象
経
費

　
講
師
な
ど
へ
の
謝
金
・
謝
礼
、

消
耗
品
、
燃
料
費
、
印
刷
代
、

郵
便
料
金
、
保
険
料
、
会
場
使

用
料
、
事
務
所
の
賃
借
料
、
備

品
購
入
費
な
ど

●
申
請
方
法

　
４
月
１
日
水▢
～
９
月
30
日
水▢

に
申
請
書
と
添
付
書
類（
事
業

計
画
書
、
収
支
予
算
書
、
規
約

な
ど
団
体
の
概
要
が
わ
か
る
資

料
）を
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
問

い
合
わ
せ
先
へ

※
申
請
書
は
住
民
自
治
課
、
総

合
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
な
な
い
ろ
）で
配
布
ま
た
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド

●
審
査
方
法

　
提
出
さ
れ
た
申
請
書
お
よ
び

添
付
書
類
を
審
査
し
、
交
付
・

不
交
付
を
決
定
し
ま
す
。

問
住
民
自
治
課　
内
線
２
９
５

jum
injichi@

tow
n.

aichi-higashiura.lg.jp

４
月
２
日
は「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」

４
月
２
日
～
８
日
は「
発
達
障
害
啓
発
週
間
」

■
発
達
障
が
い
っ
て
？

　

自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
、学

習
障
害
、注
意
欠
如
多
動
性
障

害
な
ど
の
、通
常
低
年
齢
に
お

い
て
発
現
す
る
脳
機
能
の
障
が

い
で
す
。そ
の
た
め
、他
人
と
の

関
係
づ
く
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
が
苦
手
、知
的
能

力
が
低
い
わ
け
で
は
な
い
の
に
、

学
力
や
話
す
力
、言
葉
の
理
解

力
の
遅
れ
が
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。発
達
障
が
い
に
つ
い

て
知
る
、理
解
す
る
こ
と
は
発

達
障
が
い
の
あ
る
人
だ
け
で
な

く
、誰
も
が
幸
せ
に
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
つ

な
が
り
ま
す
。

■
発
達
障
が
い
に
は

　
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
？

●
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症

　
（
Ａ
Ｓ
Ｄ
）

　
自
閉
症
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症

候
群
、
広
汎
性
発
達
障
が
い
な

ど
。
主
な
特
徴
と
し
て
対
人
関

係
が
苦
手
、
言
葉
の
発
達
の
遅

れ
や
興
味
・
行
動
に
強
い
こ
だ

わ
り
が
あ
り
ま
す
。
３
歳
ま
で

に
い
ず
れ
か
の
特
徴
が
現
れ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
学
習
障
害（
Ｌ
Ｄ
）

　
基
本
的
に
知
的
発
達
に
遅
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
聞
く
、
話

す
、
読
む
、
書
く
な
ど
の
特
定

の
領
域
で
学
習
の
遅
れ
が
み
ら

れ
る
障
が
い
で
す
。

●
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害

　
（
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
）

　
年
齢
あ
る
い
は
発
達
に
不
釣

り
合
い
な
注
意
力
、
衝
動
性
、

多
動
性
を
特
徴
と
す
る
行
動
の

障
が
い
で
す
。
７
歳
ま
で
に
特

徴
が
現
れ
、
社
会
的
な
活
動
や

学
業
の
機
能
に
支
障
を
き
た
し

ま
す
。

■
発
達
障
が
い
の
あ
る
人
に
は

年
齢
な
ど
、
相
手
に
合
わ
せ

た
配
慮
が
必
要
で
す
。

例
え
ば
…

・
相
手
の
意
図
が
く
み
取
り
に

く
い
と
感
じ
ら
れ
る
と
き
は
、

説
明
者
の
意
図
が
伝
わ
っ
て

い
な
い
可
能
性
を
考
慮
し
て

応
対
す
る
。

・
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
苦
手
な
場
合
は
、
視
覚

情
報
で
簡
潔
に
伝
え
る
。

・
感
覚
過
敏
の
人
に
は
、
落
ち

着
い
た
環
境
を
用
意
す
る
。

・
こ
だ
わ
り
が
あ
る
人
に
は
、

こ
だ
わ
り
を
受
け
止
め
た
上

で
適
切
に
応
対
す
る
。

■
相
談
窓
口

●
あ
い
ち
発
達
障
害
者

　
支
援
セ
ン
タ
ー

▼
電
話
相
談　
月
～
金
曜
日

　
午
前
10
時
～
正
午
、

　
午
後
１
時
～
４
時

☎
０
５
６
８（
８
８
）０
８
４
９

▼
来
所
相
談（
予
約
制
）

月
・
木
曜
日（
祝
日
・
年
末

年
始
を
除
く
）

・
予
約
受
付

　
午
前
９
時
～
正
午
、

　
午
後
１
時
～
５
時

☎
０
５
６
８（
８
８
）０
８
１
１

　
内
線
８
１
０
９

問
障
が
い
福
祉
課

　
内
線
１
２
１
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事
業
承
継
個
別
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
！

　
県
事
業
承
継・引
継
ぎ
支
援
セ

ン
タ
ー
、刈
谷
市
、大
府
市
と
連

携
し
、事
業
承
継
個
別
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。
事
業
承
継
を

お
考
え
の
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
内
容

　

公
的
機
関
で
あ
る
県
事
業
承

継・引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
専

門
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
個
別
相
談

●
と
き

　
６
月
、
10
月
、
２
月
の
各
第

４
火
曜
日

・
午
前
10
時
～
11
時

・
午
前
11
時
30
分
～
午
後
０
時

　
30
分

●
場
所　
勤
労
福
祉
会
館

●
対
象

・
刈
谷
市
、
大
府
市
ま
た
は
町

内
の
事
業
所
を
経
営
す
る
方

も
し
く
は
後
継
者

・
刈
谷
市
、
大
府
市
ま
た
は
町

外
の
事
業
所
を
経
営
す
る
刈

谷
市
、
大
府
市
ま
た
は
町
内

在
住
の
方

●
申
込
み

　
相
談
希
望
日
の
１
週
間
前
ま

で
に
申
込
用
紙
を
メ
ー
ル
で
問

い
合
わ
せ
先
へ

※
申
込
用
紙
は
勤
労
福
祉
会
館

で
配
布
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

問
勤
労
福
祉
会
館

☎
０
５
６
２（
８
３
）６
１
１
８

shokonosei@
tow

n.
aichi-higashiura.lg.jp

就
学
援
助
制
度

　
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学

が
困
難
な
児
童
・
生
徒
の
保
護

者
に
対
し
、
学
用
品
費
、
学
校

給
食
費
、
修
学
旅
行
費
な
ど
の

援
助
を
行
い
、
義
務
教
育
の
機

会
均
等
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

制
度
で
す
。

●
対
象

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

保
護
者

・
生
活
保
護
世
帯
の
方

・
当
該
年
度
に
生
活
保
護
が
停

止
ま
た
は
廃
止
さ
れ
た
世
帯

の
方

・
町
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減

免
さ
れ
て
い
る
方

・
個
人
事
業
税
ま
た
は
固
定
資

産
税
が
減
免
さ
れ
て
い
る
方

・
国
民
年
金
の
掛
金
が
減
免
さ

れ
て
い
る
方

・
国
民
健
康
保
険
税
が
減
免
な

ど
さ
れ
て
い
る
方

・
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
方

・
社
会
福
祉
協
議
会
が
実
施
す

る
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
を

受
け
て
い
る
方

・
前
年
の
所
得
が
町
の
基
準
額

以
下
の
方

●
受
付　
随
時

問
教
育
課　
内
線
１
７
６

４
月
15
日
～
24
日
は

「
春
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
県
民
運
動
」

　

被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に

「
自
分
だ
け
は
大
丈
夫
」と
思
わ

ず
に
対
策
し
ま
し
ょ
う
。
春
の

県
民
運
動
で
は
、
次
の
４
項
目

を
重
点
と
し
、
犯
罪
の
抑
止
を

図
り
ま
す
。

①
侵
入
盗
の
被
害
防
止

出
か
け
る
時
は
、
必
ず
鍵
を

か
け
、
在
宅
中
も
施
錠
し
ま

し
ょ
う
。

②
特
殊
詐
欺
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
型
投

資
・
ロ
マ
ン
ス
詐
欺
の
被
害

防
止

「
他
人
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
を
渡
さ
な
い
」、「
暗
証
番

号
を
教
え
な
い
」を
徹
底
し

ま
し
ょ
う
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
だ
け
で

や
り
と
り
し
て
い
る
人
か
ら

お
金
や
投
資
の
話
を
さ
れ
た

ら
、
警
察
や
家
族
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。

③
自
動
車
盗
の
被
害
防
止

照
明
や
防
犯
カ
メ
ラ
な
ど
の

対
策
が
と
ら
れ
た
駐
車
場
を

選
び
ま
し
ょ
う
。

④
子
ど
も
と

　
女
性
の
犯
罪
被
害
防
止

人
通
り
が
多
く
明
る
い
道
を

通
り
ま
し
ょ
う
。

問
住
民
自
治
課　
内
線
２
９
５
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４
月
６
日
～
15
日
は

「
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
」

●
道
路
を
横
断
す
る
と
き
は

　
「
ハ
ン
ド
・
ア
ッ
プ
」！

　
横
断
歩
道
で
は
必
ず
止
ま
り
、

右
と
左
を
よ
く
見
て
、
車
が
来

て
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
か

ら
渡
り
ま
し
ょ
う
。
横
断
す
る

際
は
手
を
挙
げ
る
な
ど
、
ド
ラ

イ
バ
ー
に
横
断
す
る
意
思
を
明

確
に
伝
え
て
か
ら
横
断
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
横
断
中
も
周

囲
の
状
況
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

●
横
断
歩
道
は
歩
行
者
優
先
！

　
運
転
者
に
は
、
横
断
歩
道
手

前
で
の
減
速
義
務
や
停
止
義
務

が
あ
り
ま
す
。
道
路
上
に
横
断

歩
道
が
あ
る
こ
と
を
示
す「
ダ

イ
ヤ
マ
ー
ク
」を
見
た
ら
、
横

断
者
が
い
る
場
合
に
は
安
全
に

停
止
で
き
る
よ
う
、
ス
ピ
ー
ド

を
落
と
し
て
走
行
し
ま
し
ょ
う
。

●
自
転
車
利
用
の

　
ル
ー
ル
を
守
ろ
う
！

　
道
路
交
通
法
が
一
部
改
正
さ

れ
、
令
和
８
年
４
月
１
日
よ
り
、

16
歳
以
上
を
対
象
に
自
転
車
の

交
通
反
則
通
告
制
度（
青
切
符
）

が
導
入
さ
れ
ま
す
。

※
青
切
符
の
対
象
例
…
な
が
ら

ス
マ
ホ
、
信
号
無
視
、
右
側

逆
走
、
一
時
不
停
止
、
傘
差

し
運
転
、
無
灯
火
運
転
、
並

進
走
行　
な
ど
１
１
３
種

問
住
民
自
治
課　
内
線
２
８
８

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す

（
事
前
予
約
制
）

●
と
き

　
５
月
９
日
土▢
、
６
月
７
日
日▢
、

７
月
５
日
日▢
、
８
月
２
日
日▢
、

９
月
６
日
日▢
、
10
月
４
日
日▢
、

11
月
１
日
日▢
、
12
月
６
日
日▢
、

令
和
９
年
１
月
９
日
土▢
、
２
月

７
日
日▢
、
３
月
７
日
日▢

　
午
前
９
時
～
正
午
、

　
午
後
１
時
～
３
時

●
と
こ
ろ　
住
民
課

●
対
象
手
続
き

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受

け
取
り

・
電
子
証
明
書
の
更
新

・
保
険
証
情
報
の
紐
づ
け

・
暗
証
番
号
の
初
期
化
、
再
設

定
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

●
対
象

　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

●
そ
の
他

　
日
程
変
更
・
中
止
の
場
合
あ

り●
申
込
み

　
窓
口
開
設
日
の
前
月
１
日
～

直
前
の
木
曜
日
正
午
ま
で
に
町

公
式LIN

E
予
約
・
申
込
メ

ニ
ュ
ー
へ

※
代
理
で
手
続
き
を
希
望
す
る

場
合
は
電
話
で
問
い
合
わ
せ

先
へ

問
住
民
課　
内
線
１
６
４
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「
住
み
た
い
と
選
ば
れ
る
ま
ち
を
つ
く
る
事
業
」　
幸
せ
の
種・未
来
づ
く
り
プ
ロ
グ
ラ
ム

『
ま
な
び
の
わ
』

～
誰
か
ら
始
ま
っ
て
も
い
い
、
自
由
な
講
座
の
形
～

①
マ
イ
ス
タ
デ
ィ
講
座

学
び
た
い
気
持
ち
を
形
に
す

る
た
め
、主
催
者・
受
講
者
と

し
て
講
座
を
企
画・運
営

②
マ
イ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
講
座

自
分
の
ス
キ
ル
を
活
か
す
た

め
、主
催
者・
講
師
と
し
て
講

座
を
企
画・運
営

③
学
び
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
講
座

主
催
者
と
し
て
、イ
チ
か
ら
講

座
を
企
画・運
営

■
講
座
開
催
ま
で
の
流
れ

（
１
）申
請
書
を
問
い
合
わ
せ
先

へ
提
出

（
２
）審
査
し
、
開
催
を
決
定

（
３
）広
報
紙
な
ど
で
参
加
者
を

募
集

（
４
）講
座
を
開
催

※
定
員
の
半
数
以
上
の
参
加
申

込
み
が
必
要

■
募
集
内
容

●
講
座
開
催
時
期

　
９
月
～
令
和
９
年
３
月
中
旬

●
募
集
講
座
数

　
①
５
回　
②
30
回　
③
５
回

※
１
講
座
５
回
ま
で
、
１
回
２

時
間
程
度

●
申
込
み

　
４
月
２
日
木▢
～
５
月
８
日
金▢

に
申
請
書
を
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
申
請
書
は
メ
モ
リ
ー 

と
ん
がっ

た
ス
タ
イ
ル 

文
化
セ
ン
タ
ー

で
配
布
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

■
追
加
募
集

　
募
集
講
座
数
に
達
し
な
か
っ

た
場
合
の
み
随
時
募
集（
先
着

順
）

●
追
加
募
集
期
間

　
７
月
２
日
木▢
～
９
月
30
日
水▢

問
メ
モ
リ
ー 

と
ん
が
っ
た
ス

タ
イ
ル 

文
化
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
６
２（
８
３
）９
５
６
７



知
多
中
部
広
域
事
務

組
合
の
文
書
掲
示
場

を
変
更
し
ま
す

　
こ
れ
ま
で
町
の
掲
示
場
に
て

掲
示
し
て
い
た
知
多
中
部
広
域

事
務
組
合
に
係
る
条
例
・
規
則

な
ど
の
公
布
、
告
示
、
公
告
な

ど
の
文
書
を
、
令
和
８
年
４
月

１
日
か
ら
、
原
則
と
し
て
組
合

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
電
子
掲

示
場
に
掲
示
し
ま
す
。
な
お
、

電
子
掲
示
場
が
利
用
で
き
な
い

場
合
は
、
消
防
庁
舎
東
側
に
設

置
す
る
掲
示
場
に
て
掲
示
し
ま

す
。

問
知
多
中
部
広
域
事
務
組
合　

　
総
務
課

☎
０
５
６
９（
２
１
）１
４
９
０

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
関
す
る
手
当
制
度

　
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活

の
安
定
と
児
童
の
健
全
育
成
の

た
め
、
児
童
を
監
護
養
育
す
る

方
へ
手
当
を
支
給
す
る
制
度
で

す
。
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

方
お
よ
び
児
童
は
、
町
内
に
居

住
し
て
い
れ
ば
国
籍
は
問
い
ま

せ
ん
。
手
当
は
、
国
の
児
童
扶

養
手
当
、
県
遺
児
手
当
、
町
遺

児
手
当
で
、
す
べ
て
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。
手
当
の
概
要
や

支
給
要
件
、
所
得
制
限
に
つ
い

て
は
問
い
合
わ
せ
先
へ

●
注
意

　

事
実
婚（
異
性
の
頻
繁
な
訪

問
や
同
居
、経
済
的
援
助
な
ど
）

の
場
合
は
、
手
当
は
申
請
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
各
手
当
を
受

給
中
の
方
が
事
実
婚
と
な
っ
た

場
合
は
資
格
喪
失
や
返
還
な
ど

が
生
じ
ま
す
。

●
一
部
支
給
停
止
措
置
な
ど

　
児
童
扶
養
手
当
は
原
則
、
手

当
の
支
給
開
始
月
の
初
日
か
ら

起
算
し
て
５
年
を
経
過
す
る
と
、

受
給
資
格
者
が
父
ま
た
は
母
な

ど
の
場
合
、
手
当
の
２
分
の
１

が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

　
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
に
は
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

必
要
書
類
を
期
限
内
に
郵
送
ま

た
は
直
接
問
い
合
わ
せ
先
へ
提

出
い
た
だ
い
た
場
合
、
支
給
停

止
が
解
除
さ
れ
ま
す
。

※
所
得
や
家
族
の
状
況
な
ど
に

変
化
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い

①
受
給
し
て
い
る
父
ま
た
は
母

な
ど
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合

・
就
業
し
て
い
る

・
求
職
活
動
な
ど
の
自
立
を
図

る
た
め
の
活
動
を
し
て
い
る

・
身
体
ま
た
は
精
神
上
の
障
が

い
が
あ
る

・
負
傷
ま
た
は
疾
病
な
ど
に
よ

り
就
業
が
困
難
で
あ
る

・
受
給
し
て
い
る
父
ま
た
は
母

な
ど
が
監
護
す
る
児
童
ま
た

は
親
族
が
障
が
い
、
負
傷
、

疾
病
、
要
介
護
状
態
な
ど
に

あ
り
、
介
護
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
就
業
が
困
難
で
あ
る

②
①
に
該
当
し
な
い
た
め
、
子

育
て
支
援
課
に
お
い
て
相
談

し
、
そ
の
う
え
で
求
職
活
動

な
ど
を
行
っ
た
場
合

●
そ
の
他

　
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
問
い
合

わ
せ
先
へ

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
子
育
て
支
援
課

　
内
線
１
４
０

児童扶養手当 県遺児手当 町遺児手当
受給者

（申請者） 父、母、養育者（祖父母、おじ、おばなど）

支給対象
児童

死別、離婚などにより父または母と生計を同一にしていない
児童、父または母に重度の障がいがある児童

支給期間
児童が18歳到達年度の末日まで
※施行令で定める程度の障がいがあ

る場合は20歳未満まで

児童が18歳到達年度の
末日までの最長５年間

手当月額
（2026年度）

▶児童１人の場合
全額支給　48,050円
一部支給　11,340～48,040円
▶児童２人以上の場合の加算額※

　全額支給　11,350円
　一部支給　5,680～11,340円 
※１人増すごとに加算

児童１人
につき

・１～３年目
　4,350円
・４～５年目
　2,175円

児童１人に
つき

5,000円

改正前

東浦町
掲示場

知多中部
広域事務組合

掲示場

知多中部
広域事務組合

公式ホームページ
での掲示

改正後
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都
市
計
画
説
明
会

都
市
計
画
の
決
定

お
よ
び
変
更

　

東
浦
森
岡
栄
地
区（
知
多
郡

東
浦
町
大
字
森
岡
字
栄
北
・
栄

南
・
取
手
・
南
古
新
田
の
各
一

部
）に
つ
い
て
、
都
市
計
画
の

決
定
お
よ
び
変
更
を
す
る
た
め
、

説
明
会
を
実
施
し
ま
す
。

●
都
市
計
画
の
内
容

・
市
街
化
調
整
区
域
か
ら
市
街

化
区
域
へ
の
変
更

・
用
途
地
域
の
変
更

・
地
区
計
画
の
決
定

　
東
浦
森
岡
南
部
地
区
に
つ
い

て
、
所
定
の
手
続
き
を
経
て
令

和
８
年
３
月
24
日
に
告
示
し
、

次
の
と
お
り
都
市
計
画
を
決
定

し
ま
し
た
。

①
知
多
都
市
計
画
区
域
区
分
の

変
更（
愛
知
県
決
定
）

②
知
多
都
市
計
画
用
途
地
域
の

変
更（
町
決
定
）

③
知
多
都
市
計
画
土
地
区
画
整

理
事
業
の
決
定（
町
決
定
）

●
閲
覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ

①
愛
知
県
都
市
計
画
課

☎
０
５
２（
９
５
４
）６
５
１
５

②
町
都
市
デ
ザ
イ
ン
課

　
都
市
計
画
係　
内
線
３
３
４

③
町
都
市
デ
ザ
イ
ン
課

　
基
盤
整
備
係　
内
線
２
６
７

●
と
き

・
４
月
24
日
金
19
時
～（
１
時

間
程
度
）

・
４
月
25
日
土
10
時
～（
１
時

間
程
度
）

※
両
日
と
も
同
内
容

※
変
更
と
な
る
場
合
あ
り

●
と
こ
ろ

　
森
岡
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

問
都
市
デ
ザ
イ
ン
課

　
内
線
３
３
４

令
和
８
年
度
か
ら

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す

●
税
率
の
改
正

　
税
率
比
較
表
の
と

お
り
改
正
し
ま
す
。

●
そ
の
他

　
令
和
８
年
度
よ
り

医
療
保
険
の
保
険
料

に
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
金
分
の
保
険
料

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※
詳
細
は
こ
ど
も
家

庭
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ

問
税
務
課

　
内
線
１
１
９

令和７年度 令和８年度

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 18歳以上
均等割

医療分 7.57％ 33,000円 22,700円 8.29％ 35,500円 22,800円
後期高齢支援金分 2.66％ 11,000円 7,800円 2.80％ 11,900円 7,700円

介護分 2.21％ 11,500円 6,000円 2.41％ 12,200円 6,000円
子ども・子育て支援金分 0.29％ 1,300円 800円 100円

【令和７年度と令和８年度の税率比較表】　※詳細は町ホームページへ

影響額　（例）４人世帯（うち介護分該当２名、世帯での課税所得400万円の場合）
【改正前】73万3,100円　→　【改正後】80万5,700円　

2.6

3.0

2.78

公
園
森
岡
前
田

尾
張
森
岡
駅

森岡踏切

Ｊ

Ｒ

武

豊

線

0.8

2.8

2.5

2.1

1.3

2.3

2.7

1.2
2.5

2.4

1.1

1.1

1.1

2.

3.

2.12.4

2.4

2.0

1.4

0.9

0.5
1.1

1.6

1.3

1.0

2.2

0.9

0.9

3.0

1.0

1.5

0.5

1.2

1.3

0.5

0.8

0.8

0.6

1.3

0.5

0.8

0.7

1.0

1.6

1.9

1.7

1.0
1.7

0.5

0.8

2.9

片

武
田
機
工

（ビ）
（ビ）

（ビ） （ビ）

5.8

7.2

3.0

1.9

5.7

5.2

3.1

4

3.3

6.6

3.0

7.2

4.8

7.1

7.5

7.9

7.3

5.5

3.3

4.8

4.0

6.6

8.2

3.6

10.1

11.2

7.9

3.9

2.7

3.3

7.2

9.8

9.4

2.6

2.8

主
要
地
方
道
名
古
屋
碧
南
線

Ｊ

Ｒ

武

豊

線

八
剣
架
道
橋

東
浦
町
消
防
団
森
岡
分
団

八劔神社

開
眼
寺

森岡老人
憩の家

ゲ

ン

キ

ー

極楽寺 ド

ミ

ー

ダ

イ

ソ

ー

Ｊ
Ａ
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岡
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